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平成３０年第９回茂原市教育委員会会議（８月定例会）日程 

 

日 時：平成３０年８月２２日（水）１５：００～ 

場 所：茂原市役所９階９０１・９０２会議室 

 

１．開会宣言 

 

２．会議録署名人の指定 

 

３．会議事項 

（議決事項） 

議決事項なし 

 

（報告事項） 

１ 平成３０年度９月補正予算について 

２ 平成２９年度歳入歳出決算について 

３ 行事の共催、後援及び協賛について 

４ 平成３０年第第１０回（９月定例会）、第１１回（１０月定例会）茂原市教育委員会会議の

日程について 

５ その他 

 

４．閉会宣言 
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茂原市教育委員会会議録 

 

 平成３０年第９回（定例会） 

 

  １ 期日 平成３０年８月２２日（水） 

    開会 午後３時００分 

    閉会 午後３時２５分 

 

  ２ 場所 茂原市役所９階会議室 

 

  ３ 出席委員 

教育長 内田 達也 

教育長職務代理者 齋藤 晟 

委 員 安藤 明子 

委 員 髙貫 裕一郎 

委 員 高仲 輝夫 

 

４ 出席職員 

教育部長 久我 健司 

教育部次長（教育総務課長） 斎藤 洋士 

学校教育課長 村澤 昭憲 

生涯学習課長 佐久間 尉介 

体育課長 山本 茂樹 

中央公民館長 岡田 公一 

美術館・郷土資料館長 三階 英幸 

東部台文化会館長 中澤 浩子 

学校教育課主幹 金坂 暁 

教育総務課長補佐 川崎 弘道 

教育総務課総務係長 東間 諭 

 

５ 署名人の指定 

委 員 高仲 輝夫 

委 員 髙貫 裕一郎 

 

６ 傍聴人 ６名 

 

 

内田教育長 ： ただいまから、平成30年第9回茂原市教育委員会会議(定例会)を開会します。 

本日の出席人数は、5名ですので、定足数に達しており会議は成立いたしまし

た。 

本日の会議録署名人は、「高仲委員」と「髙貫委員」を指定いたします。 

なお、本日の会議には新規採用の小学校の先生６名に出席いただいておりま

す。後ほど、職場における近況、課題等について、お話をお聞かせいただきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします 

これより会議事項に入ります。本日は、議決事項がありません。 

それでは、報告事項に入ります。 

報告事項1「平成30年度9月補正予算について」説明をお願いします。 

斎藤 

教育部次長 

： 報告事項1「平成30年度9月補正予算の要求について」ご説明申し上げます。 

この内容は、9月5日の水曜日に開会いたします茂原市議会第3回定例会に提出
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する予定であることをご承知おきください。内容についての取扱いには、ご注意

いただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

それでは資料をご覧ください。この度の補正では、歳入では1億7,920万円、歳

出では2億6,994万9千円の増額補正、繰越明許費としまして3,546万8千円を提出

いたします。 

次に、参考資料をご覧ください。まず、歳出でございますが2ページから3ペー

ジをご覧ください。1の教育総務課については、各小中学校、幼稚園において緊

急的に補修や改修を行う必要である修繕・工事費といたしまして各種費用を増

額補正するものでございます。この中で、6月に大阪府北部を震源とする地震に

より塀が倒壊し、女子児童が亡くなる事故が発生したことを受けまして、学校に

おけるブロック塀等の安全点検を実施した結果、小学校8校、中学校3校、幼稚園

1園で安全性に問題があるブロック塀等があることが分かりましたので、その転

倒対策工事の費用について要求いたします。 

続きまして2の学校教育課につきましては、豊岡幼稚園におきまして日常生活

上の介助を必要とする園児の食事、排せつ、教室異動の補助を行う特別教育支援

員の配置が必要となったことからその経費を要求するものでございます。 

3の本納公民館につきましては、本納公民館の利用者から本納公民館で役立て

て欲しいとの寄付があり、テーブルやイスなどの備品を購入するものでござい

ます。 

4の鶴枝公民館につきましては、経年劣化により故障した排煙窓の修繕と雨漏

りを防ぐために屋上防水改修工事の経費を要求いたします。また、利用者の安全

確保のため公民館の裏山にある危険な樹木を伐採する経費を要求いたします。 

 続きまして5の東部台文化会館につきましては、建築基準法の改正により音楽

ホールと図書室の天井が特定天井、高さ6メートル超、面積200㎡超の吊天井に該

当することから、改修工事を行うものでございます。なお、補正予算が可決され

たときには、改修工事を11月から来年4月末まで予定しており、その期間は音楽

ホール他3階各部屋と図書室は閉鎖となり、利用できなくなるものでございます

。また、音楽ホールのスタンウェイピアノとヤマハピアノを移動・保管する必要

があることから、これを機に点検の度に指摘され続けているオーバーホールを

実施するものでございます。 

続きまして6の体育課につきましては、市民体育館の経年劣化による施設の破

損・故障等により安全面及び防災上の観点から緊急に対策を講じる必要がある

ことから、各種費用を増額補正するものでございます。 

次に、歳入でございますが1ページをご覧ください。先ほどの歳出で説明いた

しました改修工事等のうち、茂原小学校の外壁剥落危険対策工事、鶴枝公民館屋

上防水改修工事、東部台文化会館の音楽ホール・図書室特定天井改修工事、市民

体育館の改修工事設計業務委託などの大規模な工事等につきましては、起債を

組んで歳入で要求するものでございます。 

最後に4ページの体育課の繰越明許費になります。市の会計は、会計年度独立

の原則と言いまして、各会計年度における歳出には、その年度の歳入を充てなけ

ればならないという原則がありますが、その例外といたしまして繰越明許費が

ございます。何らかの事情でその年度内に終了することができない経費につき

まして、特別に翌年度1年間に限り繰越して使用することができるものを言いま

す。これは、あらかじめ予算でその上限を定めておかなければならないものでご

ざいます。今回の市民体育館改修工事設計業務委託につきましては、設計の見直

しがあり、年度内に終わらないため繰り越すものでございます。 

説明は以上となります。 

内田教育長 ： それでは報告事項1について、ご質問等ありますでしょうか。 

安藤委員 ： 参考資料の3ページ、5番の東部台文化会館の件ですが、特定天井というのは吊

天井ということでしたが、例えばどういう工事をされるのでしょうか。補強をす

るのか、改めて違う天井の形にするのでしょうか。 
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中澤東部台文

化会館長 

： 音楽ホールにつきましてはネット天井、図書室につきましては超軽量の天井

ということで改修工事を行っていくことになります。 

内田教育長 ： よろしいでしょうか。 

安藤委員 ： はい、分かりました。 

内田教育長 ： 他にありますでしょうか。 

髙貫委員 ： 6の体育館の委託料のところの改修工事設計業務委託について、今年度の歳出

で約1,540万円あがっていて、繰越明許費が約3,550万円ということで、合計する

と5,000万円を超える設計委託料ということでよろしいのでしょうか。 

山本体育課長 ： 5,000万円を超えるということではありません。平成30年度の当初予算でこの

設計業務委託料が約2,000万円ありまして、今回さらに屋上防水、外壁改修、そ

れから空調設備の新設等についての増額補正ということで約1,540万円の増額

補正を要求いたしまして、合計で約3,540万円の委託料になります。これについ

ては、先ほど次長から説明がありましたように年度内に終わりませんので繰り

越しさせていただくものとなります。 

髙貫委員 ： 分かりました。ありがとうございます。 

内田教育長 ： 他にありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは次に、報告事項2「平成29年度歳入歳出決算について」説明をお願い

します。 

斎藤 

教育部次長 

： 「平成29年度歳入歳出決算について」ご説明申し上げます。 

決算につきましては、茂原市議会第3回定例会に一般会計と6つの特別会計の

決算の認定を受けるために議案として提出いたしますが、お手元の資料はその

中の教育部にかかわります部分となります。 

参考資料の1ページから4ページにつきましては、歳入となります。概ね当初の

予算どおりの歳入の実績となっております。 

1ページをご覧ください。教育総務課の教育債につきましては、各小中学校、

幼稚園におきましての大規模な工事を行い、また、4ページの東部台文化会館の

総務債につきましては、外壁防水改修工事を行いまして、それぞれ起債を効率的

に組み入れてまいりました。また、2ページの体育課の教育費寄附金につきまし

ては、モデン工業株式会社より市民体育館のトレーニング機器の一新とトレー

ニング室の改修工事に充てる目的寄付を受けたものでございます。 

続きまして資料の5ページと6ページをご覧ください。こちらから歳出となり

ます。まず、5ページの教育総務課の学校管理費でございますが、平成29年度に

つきましても限られた財源の中で財政協議を行いながら補正予算を確保し、小

中学校等の修繕を実施いたしました。 

次に6ページの体育課の体育施設費でございますが、市民体育館のトレーニン

グ室改修工事等の実施やトレーニング機器の備品を購入いたしたものでござい

ます。 

以上、おおまかでございますが歳入歳出決算の報告となります。 

内田教育長 ： それでは報告事項2について、ご質問等ありますでしょうか。 

齋藤委員 ： 2ページの体育課の教育費寄附金ですが、これは寄付を3,100万円もいただい

たのですか。 

山本体育課長 ： はい、その通りです。 

齋藤委員 ： ありがたいことです。分かりました。 

内田教育長 ： 他にありますでしょうか。 

髙貫委員 ： 歳入の中で収入未済額というのがありますが、これはまだ受け取っていない

金額ということでよろしいのでしょうか。 

斎藤 

教育部次長 

： 収入未済額につきましては、例えば1ページの教育総務課の奨学資金貸付金元

利収入のところで、当初予算額6,456万1,000円、調定額8,009万2,880円ところで

収入済額が6,983万9,380円となっており、その差額の1,025万3,500円が調定を

起こしたけれども収入がなかったということで、収入未済額となっているもの

でございます。 
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髙貫委員 ： 奨学資金の貸付に対する収入未済額については分かりましたが、例えば3ペー

ジの中央公民館の教育使用料について4万7,720円が未収入というのは、施設を

使用したけれども使用料が払われていないということなのか、それとも予算立

てをしていたけれどもそこまで使用料がいかなかったということでしょうか。 

岡田 

中央公民館長 

： 手違いがありまして収入未済額となっておりますが、未払いという訳ではあ

りません。 

髙貫委員 ： 使用料が支払われていないという訳ではないのですね。 

岡田 

中央公民館長 

： はい、それは大丈夫です。 

髙貫委員 ： 分かりました。ありがとうございます。 

内田教育長 ： 他にありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは次に、報告事項3「行事の共催、後援及び協賛について」説明をお願

いします。 

斎藤 

教育部次長 

： 教育委員会で共催、後援又は協賛を決定した行事についてご報告いたします。 

平成30年7月に決定した行事は、「後援」につきましては学校教育課で2件、生

涯学習課で1件、「協賛」につきましては学校教育課で1件、合計で4件でございま

した。 

内田教育長 ： それでは報告事項3について、ご質問等ありますでしょうか。よろしいでしょ

うか。 

それでは次に、報告事項4「平成30年第10回(9月定例会)、第11回(10月定例会

)茂原市教育委員会会議の日程について」説明をお願いします。 

斎藤 

教育部次長 

： 第10回及び第11回の茂原市教育委員会会議の日程についてご報告いたします。  

第10回の9月定例会につきましては、9月26日水曜日、13時より開催いたします

。なお、この日は15時より第1回総合教育会議を開催いたします。 

また、第11回の10月定例会につきましては、10月30日火曜日、15時より開催い

たします。いずれもこちらの9階会議室で行います。 

よろしくお願いいたします。 

内田教育長 ： 会議日程について、よろしいでしょうか。 

各委員 ： はい。 

内田教育長 ： それでは日程については、そのようにお願いいたします。 

その他報告がありましたら、お願いいたします。 

斎藤 

教育部次長 

： 「茂原市学校給食センター再整備等事業建設工事起工式について」ご報告い

たします。 

老朽化が著しい既存の中央学校給食調理場と単独調理場を廃止いたしまして

、新しい学校給食センターを建設するために茂原市学校給食センター再整備等

事業を進めておりますが、その起工式が7月30日の月曜日、建設予定地におきま

して行われました。お手元には資料といたしまして、起工式の記事が載っている

日刊建設新聞をお配りいたしました。後ほどご覧ください。 

今後、建設工事に入り、平成31年9月からの供用開始に向けて事業を進めてま

いります。 

以上でございます。 

内田教育長 ： それでは今の報告について、ご質問等ありますでしょうか。よろしいでしょう

か。 

その他報告がありましたら、お願いいたします。 

山本体育課長 ： 体育課より「大相撲錣山部屋ふれあい相撲」及び「プロ野球イースタン・リー

グ公式戦 茂原シリーズ2018」の開催についてご案内いたします。 

資料はＡ４サイズでカラー刷りのもの2枚をお配りしてありますので、そちら

をご覧ください。既に、広報もばらやお手元のチラシ等で周知は行っております

が、まず「大相撲錣山部屋ふれあい相撲」につきましては、9月2日の日曜日、午

前9時から市民体育館相撲場において開催いたします。このイベントは、今回で

3回目の開催となりますが、これまで多くの市民の皆様がご来場され、大変好評
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を得ております。当日は「元関脇寺尾 錣山親方」、「元小結豊真将 立田川親方

」、さらに、二場所連続で金星を上げ人気急上昇中の「幕内力士 阿炎関」を始

め、錣山部屋より約20名の力士をお招きいたします。イベント内容については、

「こども相撲もばら場所」の開催、また、力士の稽古や子ども達による挑戦コー

ナーの他、ちゃんこ鍋の振る舞い、髪結いの実演、サイン会など、多数のイベン

トでご来場の皆様をおもてなしいたします。入場料は無料で、事前の申込みも不

要となります。 

次に、「プロ野球イースタン・リーグ公式戦 茂原シリーズ2018」につきまし

ては、9月15日の土曜日、午後1時から長生の森公園野球場において、茂原市及び

千葉ロッテマリーンズ茂原後援会の共催により、「千葉ロッテマリーンズ対北海

道日本ハムファイターズ」戦が開催されます。一人でも多くの市民がトップアス

リートとの交流を叶えられるように市内小中学生を無料で招待し、試合終了後

には選手とのサイン会や撮影会のイベント等も予定しております。入場チケッ

トにつきましては、体育課窓口でも前売券の販売を扱っております。 

教育委員の皆様方も公私共に大変お忙しい中恐縮ですが、両イベントにお越

しいただければ幸いでございます。また、ご友人やご近所の相撲好き、野球好き

の皆様にもお声掛けいただけましたらと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

体育課からは以上でございます。 

内田教育長 ： それでは今の報告について、ご質問等ありますでしょうか。 

齋藤委員 ： イースタン・リーグですが、小中学生を無料というのはなぜ茂原市と睦沢町だ

けなのですか。 

山本体育課長 ： 基本的には茂原市内の小中学生が対象なのですが、睦沢町が対象となってお

りますのは、以前より千葉ロッテマリーンズ茂原後援会に睦沢町の観光協会の

会長が会員となっていることから睦沢町のみ対象となっていると伺っておりま

す。 

齋藤委員 ： 分かりました。ありがとうございます。 

内田教育長 ： 他にありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

その他報告がありましたら、お願いいたします。 

村澤 

学校教育課長 

： 平成30年度茂原市中学生等海外派遣研修に関する報告をさせていただきます

。8月1日から10日まで、サウスオーストラリア州姉妹都市ソルズベリー市へ中学

生28名、茂原中学校の鈴木校長先生を団長として派遣いたしました。現地では、

オルドリッジ市長の熱烈な歓迎を受けまして、子どもたちはホストファミリー

によるホームステイ、また、ティンゲール・エンデバー・パラフィールガーデン

の3校での授業実践の交流等を行い、子どもたちは出発前と帰国後では顔つきが

ずいぶん変わっておりました。本日、解団式が行われまして、この10日間の経験

を各中学校で様々な機会で発表して、また還元をしていきたいと思っておりま

す。 

以上でございます。 

内田教育長 ： それでは今の報告について、ご質問等ありますでしょうか。よろしいでしょう

か。 

その他報告がありましたら、お願いいたします。 

なければ、以上で第9回教育委員会会議を閉会します。 

 

茂原市教育委員会会議規則第２７条の規定により、上記会議録が相違ないことを証するため、 

ここに署名する。 

 

平成３０年９月２６日 
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教 育 長    内田 達也 

 

   

署名委員    高仲 輝夫 

 

   

署名委員    髙貫 裕一郎 

 

 


